
《記載例》 

 

 

 

 

令和３年２月１日 

 

門司税関長 殿  

 

届出者 

住 所 福岡県北九州市門司区西海岸１－３－１０ 

氏名（名称）             門司商事株式会社 

 

表示方法届出書 E 

 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第８条の３第２項の規定により、下記

のとおり酒類の品目の表示方法について届け出ます。  

 

 

記 

１．表示方法  

 

別紙のとおり  

 

２．引取先の所在地 

    福岡県北九州市門司区太刀浦海岸９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸入者（酒類販売業者）
の住所、氏名（又は名
称）を記入してくださ
い。 
押印は不要です。 

税関窓口のほかに、郵送、
Email にて受付しています。 
窓口、郵送の場合の提出数は 2
部です。別に酒類販売業免許証
（又は通知書）の写し１通が必
要です。 
※郵送提出の場合は、切手を貼
った返信用封筒を同封してくだ
さい。 

引取先の所在地は、酒類販
売業免許証（又は通知書）
に記載されている「販売場
の位置」になります。な
お、酒類販売業免許証（又
は通知書）の「販売場の位
置」は通常不動産登記によ
る地番になっていますの
で、「住居表示に関する法
律」に基づく住居表示で記
載してください。この場
合、住居表示は住居番号ま
で記入してください。 



 

 

（別紙）  

表示方法  

（１）届出に係る酒類の内容  

品 目 ：果実酒 

内容量 ：７５０ｍｌ  

 

（２）表示証は次のとおりとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）表示する場所は次のとおりとする  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）届出事項（「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令」第8条の3の

規定に基づく届出事項）以外の表示  

 

表示証記載のとおり 

品目 果実酒  

内容量 ７５０ml  

アルコール分 １３％  

添加物 酸化防止剤（亜硫酸塩）  

原産国名 フランス  

輸入者 株式会社 財務商事  

住 所  福岡県北九州市門司区西海岸１－３－１０  

引取先 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸９  

〈20 歳未満の者 の飲酒は法律で禁止されています〉 

活字の大きさを審査します
ので、表示予定の表示証を
原寸大で記入してくださ
い。※拡大・縮小不可 
 
届け出た表示証はそのまま
当該酒類の容器に貼付する
ことになります。確認を受
けた後に縮小し、また、内
容を変更して貼付すること
はできません。 

表示する場所を図示してく
ださい。（図示は例です。写
真でも構いません。） 


